
（参考２）

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07

目安上積額 3 2 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 3
目安額(円) 4 10 14 16 22 24 25 26 0 28 30 40 50 63
引上額(円) 7 12 16 17 23 24 26 26 2 28 30 40 52 66
引上率(％) 1.05 1.78 2.33 2.42 3.2 3.23 3.39 3.28 0.24 3.41 3.54 4.56 5.66 6.80
発効日 10.5 10.24 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.18

岡山県最賃額 691 703 719 735 757 781 807 833 834 862 892 932 982 1,047
徳島県最賃額 654 666 679 695 716 740 766 793 796 824 855 896 980 1,046
愛媛県最賃額 654 666 680 696 717 739 764 790 793 821 853 897 956 1,033
高知県最賃額 652 664 677 693 715 737 762 790 792 820 853 897 952 1,023
全国加重平均 749 764 780 798 823 848 874 901 902 930 961 1,004 1,055 1,121

※　令和２年度は、目安額が示されなかったので、目安額の欄には「０円」と表記している。

香川県最低賃金の推移

　香川県最低賃金は、令和７年10月18日に時間額1,036円となった。
　四国では徳島県に次いで高いが、岡山県より11円低く、全国加重平均より85円低い。
　令和５年度に目安制度の見直しが行われ、Ａ～Ｃの３ランク制となり、香川県に適用される目安ランクはＢ
ランクとなった。令和５年４月に示された「総合指数」は全国で21番目（Ｂランクの15/28番目）、令和７年度
改正の「最低賃金額」は31番目（Ｂランクの25/28番目）となっている。
　令和７年度はＢランクの目安額（63円）＋３円の66円引き上げ、10月18日に発効した。
　引上げ額66円は、時間額単独方式となった平成14年度以降で、最高額である。
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